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第１ 本書面の内容について 

本書面においては、２０１６（平成２８）年６月２８日に実施される中通り

検証の対象地域である福島市の概要（第２）、さくら保育園（第３）及び原告

阿部哲也の自宅・果樹園（第４）の概要及び被害状況について主張する。 

 

第２ 福島市について 

１  概要 

（１）地理（中通り検証のルート）について 

福島市は、福島県中通り地方の北部に位置し、西に雄大な吾妻連峰、東は

なだらかな阿武隈高地に抱かれた福島盆地を中心として緑豊かな自然に恵

まれた面積７６７km2という広大な市域を有する。（別紙１） 

福島駅の東側（信夫山の南側）には中心市街が広がり、福島県庁や福島市

役所、銀行・証券会社の支店など金融機関、あるいは福島県全体を管轄する

支店などが集中している。（別紙２） 

この中心街から阿武隈川を隔てた東側に渡利地区がある。同地区は、市

営・県営住宅や公務員宿舎、山際には団地も建ち並ぶ住宅地であり、検証対

象であるさくら保育園もこの地区にある。さらにその東には年間約２０万人

の観光客が訪れる花見山公園や、南西には、福島市街を一望できる弁天山公

園がある。（別紙３） 

福島市の西部には、奥羽山脈を水源とする摺上川、松川、荒川等がそれぞ

れ扇状地をつくりながら東に向かって流れており、市の東部を南から北に向

かって流れる阿武隈川に合流している。かつてこの扇状地は桑畑として利用

されていたが、現在では果樹園に転用されている。原告阿部哲也の果樹園も

この地域にある。（別紙４） 

 （２）気候 

    福島市は、日本海側と太平洋側の中間の気候であり、盆地特有の内陸性気
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候の特徴を示し、夏は蒸し暑く、冬は吾妻おろしと呼ばれる北西の季節風が

吹き晴天が多く、積雪はそれほど多くない。 

 （３）人口 

２０１１（平成２３）年２月末時点での住民基本台帳登録人口（住民は２

９万２２４０人（１１万６０８９世帯）であり（甲Ｃ８０号証）、現在（２

０１６（平成２８）年３月末時点）の住民登録数は約２８万３８２３人（１

２万１１６０世帯）である（甲Ｃ８１号証）。 

平成２３年から平成２７年の人口動態（福島市が独自に、各年１月から１

２月までに届出のあった、住民基本台帳及び外国人登録による転入、転出、

出生、死亡など人口の増減にかかわる異動を集計したもの）は甲Ｃ８２号証

のとおりであり、本件原発事故にともなう避難の影響により平成２３年及び

平成２４年に人口が大きく減少している。（甲Ｃ８３号証） 

 （４）観光 

奥州三名湯の一つに数えられる「飯坂温泉」、１４００年以上の歴史を持

ち、「東北三大こけし発祥の地」として有名な渓流沿いの温泉郷「土湯温泉」、

東北初の源泉かけ流し宣言をおこなった４００年の歴史を有する秘湯「高湯

温泉」など、個性的な温泉が数多くある。 

高湯温泉と土湯峠を結ぶ全長約２９キロメールの観光有料道路「吾妻磐梯

スカイライン」は、最高標高１，６２２メートルの吾妻連峰を縫うように走

っている。作家井上靖氏が命名した「吾妻八景」に代表される景勝地が続い

ており、春の「雪の回廊」から秋の紅葉まで、季節ごとに雄大で変化に富ん

だ様々な景色を見ることができる。 

日本を代表する写真家故秋山庄太郎氏が「福島に桃源郷あり」と毎年訪れ

ていた花見山公園は、梅・ハナモモ・数種類の桜・レンギョウなどの花々が

いっせいに咲き競う花見のシーズンには多くの観光客が訪れる。 

福島市の西部には、「フルーツライン」「ピーチライン」などの愛称で親
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しまれているフルーツロードが広がっており、観光果樹園やくだものの直売

店が軒を連ねている。6 月のさくらんぼに始まり、桃、ぶどう、梨、りんご

の季節までくだもの狩りを楽しむことができる。 

（５）伝統行事 

古くより歌枕で知られる信夫山は福島市の中央に位置し、月山、湯殿山、

羽黒山の三山がよく知られている。その信夫三山にある足尾神社の大わらじ

は、日本一と称され古来より健脚を願って奉納されている。福島わらじまつ

りは、東北６大祭りこと東北六魂祭の一つに数えられており、日本一の大わ

らじの伝統を守り、郷土意識の高揚と東北の短い夏を楽しみ、市民の憩いの

場を提供する市民のお祭りとして毎年実施されている。 

２ 歴史・産業 

   江戸時代の福島は養蚕(ようさん)・製糸業で栄えた。福島（信達地方）はも

ともと蚕や桑を育てるのに適した場所であった。 

奥州街道沿いに南から柳(やなぎ)町・荒(あら)町・中(なか)町・本(もと)町・

上(うわ)町・北南(きたみなみ)町・馬喰(ばくろう)町が町場を形成し、生糸(き

いと)や蚕種を購入するために全国から商人や旅人が集まり賑わった。阿武隈

川舟運が利用されて、全国各地の織物や染め物・木綿・古着などが運ばれてき

た。 

 全国的な流通の一方で、福島の庶民の生活を支えたのは、「地廻(じまわ)り

物」と呼ばれる地元の産物で、地元の産物が地元で取引・消費され円滑な経済

活動が営まれていた。 

 １８８７（明治２０）年、東京と福島が鉄道で結ばれ、さらに１８９１（明

治２４）年には東北本線が青森まで伸び、それに伴い、阿武隈川の舟運は終焉

した。１８９９（明治３２）年には、奥羽本線、磐越西線が開通し、東北の玄

関にあたる福島は、生糸・米の集散地として、ますます賑わった。 

同年７月、東北地方で最初の、日本銀行としては７番目の店舗として日本銀
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行福島出張所が開設された。全国的にみても早い時期に同出張所が開設された

のは、江戸時代から養蚕・製糸業が盛んで商業の町として賑わい、当時の重要

輸出品であった生糸や米穀の有数の集散地として、東北の金融の中心であった

ためである。その後、多くの株式・合資会社など商業系の会社が生まれた。 

   現在も本町から大町の奥州街道（レンガ通り）沿いには日銀支店を始めとし

た地方銀行・証券会社の支店など金融機関、あるいは福島県全体を管轄する支

店などが集中し、福島県における業務機能の集積地となっている。 

   養蚕・製糸業は、世界恐慌以降の海外市場の喪失、代替品の普及などの影響

で徐々に衰退し、果樹、水稲へと移行していった。現在は、全国有数の収穫量

を誇る桃をはじめ、梨、りんご、ぶどう、さくらんぼなど果樹の栽培が盛んで

ある。 

 

第３ さくら保育園について 

 １ 概要 

   さくら保育園は、社会福祉法人わたり福祉会が１９８０（昭和５５）年に開

園した認可保育施設である。「子どもの豊かな発達を保障し、生活を大事にす

る保育」「保護者とともに行う保育」「科学的なうらづけのある保育」を基本

方針として掲げている。  

同保育園は、福島市の中心街から東方向、同市内を南北に流れる阿武隈川に

隔てられた渡利地区にある。同保育園の北側には殿上山、東側には年間約２０

万人の観光客が訪れる花見山、南西の方角に弁天山があり、山々に囲まれた自

然溢れる環境が広がっている。 

同保育園は、福島第一原子力発電所から、直線距離で北西方向に約６０キロ

メートルの位置にある。 

 ２ 原発事故後の経緯（行政による主な対応） 
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 （１）２０１１（平成２３）年４月５日から同月７日にかけて、福島県災害対策

本部による福島県内の１６００か所以上の小・中学校・幼稚園・保育園の環

境放射線モニタリング調査が実施された。その結果、本件検証場所であるさ

くら保育園では、地上１メートルの地点で３．９マイクロシーベルト毎時、

地上１センチメートルの地点で５．３マイクロシーベルト毎時が計測された。

同じ渡利地区にある渡利小学校（福島市渡利八幡町１２０）では４．８マイ

クロシーベルト毎時（地上１メートル地点）、渡利中学校（福島市渡利平内

町１０６）では５．４マイクロシーベルト毎時（地上１メートル地点）が計

測された 。（甲Ｃ８５号証） 

 （２）同調査後、厚生労働省から、福島県内の保育所等の園舎・園庭等の利用に

関して、同年４月１９日付けで「福島県内の保育所等の園舎・園庭等の利用

判断における暫定的考え方について（通知）」が発出された。（甲Ｃ８６号

証） 

上記福島県災害対策本部の調査結果では同園の園庭で３．９マイクロシー

ベルト毎時（地上１メートルの地点）という空間線量率が計測されており、

上記通知にある基準を超えていた。このような状況において、同園では、園

児を守るため、後述のとおり、独自の放射線防護対策を講じていかなければ

ならなかった。 

 （３）同年５月末から６月上旬にかけて、行政により園庭の表土を除去する大規

模な除染が実施された。除去された汚染土は、園庭の南東側に約５０平方メ

ートルの穴を掘って埋められた。また、建物除染も行われ、中庭のデッキ等

の洗浄やデッキ下の泥の除去がなされた。（甲Ｃ８４号証、甲Ｃ８７号証） 

 （４）同年９月、渡利地区での除染が行われることとなり、園庭で上記除染終了

後も線量が高かった部分について再度除染された。（甲Ｃ８４号証） 

 （５）同年１２月、各地域の測定所において、実際に使用する食品の安全性を確

認するための食品測定器が設置された。（甲Ｃ８８号証） 
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（６）２０１２（平成２４）年１月、園庭南東側にモニタリングポストが設置さ

れた。 

（７）同年４月、給食に使用する食材の混合試料を測定する食品測定器が市内保

育所に設置された。なお、後述のとおり、さくら保育園はこの指定された測

定器ではなく、独自に発注した測定器を導入した。 

 （８）２０１４（平成２６）年１１月に殿上山の里山除染が行われた。 

 （９）２０１６（平成２８）年３月末、福島市が殿上山頂上児童遊び場の除染を

完了した。 

 ３ 原発事故後の経緯（さくら保育園の取り組み）（甲Ｃ８９） 

 （１） ２０１１（平成２３）年６月、行政による除染の対象外とされた犬走り

のゴムマット部分に水を入れたペットボトルを敷き詰めた。プールに通じ

る部分にはペットボトルを敷き詰めた上にすのこを敷いた。プールは保護

者とともに高圧洗浄機で洗浄し、排水溝部分に水入りのペットボトルを積

み重ね、放射線を遮蔽する対策を講じた。同対策後の線量を計測し、保護

者に通知した。（甲Ｃ９０） 

（２） 同年７月、行政による建物除染後も中庭の放射線量が下がらなかったた

め、自主的な除染を実施し、デッキ下の排水溝部分に水を入れたペットボ

トルを設置するなどして放射線を遮蔽する対策を講じた。一定程度線量が

下がったことを確認し、中庭で０歳児及び１歳児のプール遊びを開始した。 

（３） 同年９月、園庭の遊具（すべり台、登り棒、鉄棒）の下に敷いてあった

ゴムマットの撤去が行われた。同対策後、園庭で３０分に制限しての外遊

びを開始した。（甲Ｃ９１） 

（４） 同年１１月、園庭に築山を設置した。 

また、犬走りのゴムマットを撤去し、コンクリート部分を削り取り、モ

ルタルを塗る方法で、自主的な除染を実施した（甲Ｃ９２号証）。園庭周

囲に水の入ったペットボトルを敷き詰める対策も開始した。 
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（５） ２０１２（平成２４）年４月、園独自に導入した食品放射能測定器（安

齋メディカル株式会社製の食品・試料の放射能（γ線）汚染のスクリーニ

ング測定装置（AZ-800V）が設置され、同年５月から給食に使用する食材

の測定を開始した。 

（６） 同年１０月、運動会を園庭で開催した。事故前と異なり、裸足ではなく

靴を履き、砂埃があがりそうな競技（玉入れ、大玉転がし、つなひき等）

はプログラムから除き、乳児は抱っこで参加した。 

（７） ２０１３（平成２５）年５月、専門家の調査チームに依頼して、散歩コ

ースの詳細な放射線量測定を開始し、調査結果を散歩コース放射能マップ

にして掲示した。 

（８） 同年１０月、一部の散歩コースで散歩を再開した。 

 （９） ２０１６（平成２８）年４月末、殿上山散歩コースでの散歩を一部のク

ラスで限定的に再開した。 

 

第４ 原告阿部哲也の自宅及び果樹園について 

 １ 原告阿部哲也の被害については原告被害各論準備書面１０（２０１４（平成

２６）年３月２５日提出）のとおりである。 

   以下、笹木野地区と「萱場梨」の歴史、原告阿部哲也が独自に測定した土壌

汚染、空間線量率、及び積算被ばく線量の測定、農業体験学習について追加し

て主張する。 

 ２ 笹木野地区と萱場梨の歴史について 

原告阿部哲也が梨を栽培している笹木野地区は、くだもの王国福島の代表で

ある梨の名産地として知られており、梨畑が広がり、農地と住宅地が混在して

いる。 

笹木野地区での梨栽培の歴史は、明治以来１００年以上と古い。その歴史は、

１８８７年に笹木野出身の鴫原佐蔵（しぎはらさぞう）が原野を開墾し、梨の
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苗木５０本を移植したことに始まる。笹木野地区を含む福島市西部は、排水の

良い土壌と盆地特有な高温多湿の気候に加え、昼夜の温度差が非常に大きく、

梨の栽培に適した土地と言われている。地域の梨農家は、創意工夫を凝らし、

代々梨の栽培を続け、笹木野地区等で栽培される梨は、「萱場梨」ブランドと

して市場でも高く評価されてきた。（甲Ｃ９３） 

３ 土壌汚染測定について 

（１） 原告阿部哲也は、加入している農業生産者団体と協力し、樹園地の空間

線量率の測定を２０１２（平成２４）年５月から定期的（年１回）に実施

してきた。 

（２） 土壌汚染濃度の測定は、多機能ポータブルスペクトロメータ（ＡＴ６１

０１ＤＲ）を利用して行われている。同測定器は、土壌中のヨウ素１３１、

セシウム１３４、セシウム１３７及び天然放射性核種等を測定、分析する

ことができ、ＧＰＳ機能により測定場所の緯度経度も記録化される。（甲

Ｃ９４号証） 

（３） この土壌汚染濃度の測定によって、２０１２（平成２４）年５月は５７

００ベクレル／㎏から６６００ベクレル／㎏（梨畑２カ所、りんご畑１カ

所の合計３カ所で測定）という数値が検出された。２０１３（平成２５）

年４月には４９００から５４００ベクレル／㎏（梨畑２カ所、りんご畑１

カ所の合計３カ所で測定）、２０１４（平成２６）年５月には４４００か

ら４５００ベクレル／㎏（梨畑１カ所、りんご畑１カ所の合計２カ所で測

定）、２０１５（平成２７）年４月には３７８０から４０５５ベクレル／

㎏（梨畑１カ所、りんご畑１カ所の合計２カ所で測定）という数値がそれ

ぞれ検出された。（甲Ｃ９５号証、甲Ｃ９６号証） 

４ 空間線量率の測定について 

（１） 原告阿部哲也は、加入している農業生産者団体と協力し、樹園地の空間

線量率の測定も２０１３（平成２５）年４月から定期的に行ってきた。 
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（２） 空間線量率の測定は、シンチレーションサーベイメーター（型式：NHC

６）を利用して行われている（甲Ｃ９７号証）。地上１メートルの高さで、

本件果樹園の梨の木付近とりんごの木付近の２か所を継続して観測してい

る。 

（３） この空間線量率測定によって、２０１３（平成２５）年４月には、毎時

１．０２から１．０８マイクロシーベルト（梨畑２カ所、りんご畑１カ所

の合計３カ所で測定）、２０１４（平成２６）年５月には毎時０．７０か

ら０．７８マイクロシーベルト（梨畑１カ所、りんご畑１カ所の合計２カ

所で測定）、２０１５（平成２７）年４月には毎時０．５２から０．６５

マイクロシーベルト（梨畑１カ所、りんご畑１カ所の合計２カ所で測定）

という数値がそれぞれ検出された。（甲Ｃ９５号証） 

 ５ 積算被ばく線量について 

（１） 原告阿部哲也は、獨協医科大学の木村真三准教授の協力を得て、２０１

３（平成２５）年８月２６日から９月８日までの２週間、（株）千代田テ

クノル社製半導体積算線量計（D−シャトル）を付けて生活し(甲Ｃ９８号証)、

外部被ばく線量を計測した。 

（２） その結果、１４日間で合計７２マイクロシーベルトの外部被ばくをして

いることが分かった。単純計算で１年間の積算被ばく線量に換算すると１．

８８ ミリシーベルトになる。（甲Ｃ９９号証） 

６ 中学生の農業体験学習について 

（１） 原告阿部哲也の住む地域では、地元の中学校で、総合学習の一環として、

毎年春の受粉作業から収穫体験まで数回にわたって園地で農作業を体験

させるという取り組みが実施されていた。この地域では５０年以上続いて

いた伝統ある取り組みであった。（甲Ｃ１００号証） 

（２） けれども、同取り組みは、原発事故後実施されておらず、現在も再開さ

れていない。果樹園の除染として、梨は粗皮削り、りんごは樹体の高圧洗
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浄のみ実施され、樹園地そのものの除染がなされていないためである。（甲

Ｃ８４号証） 

（３） このように、この地域に生活する子どもたちの、地域の農業、地域との

つながりを学ぶ教育の場も奪われている。 

以上 


